
【参考】 

 

「令和８年度 スーパーシティ、デジタル田園健康特区、連携“絆”特区等における 

先端的サービスの開発・構築及び規制・制度改革等に関する調査・実証事業」 

著作権に関するＱ＆Ａ 

 
令和８年３月５日 

 

本事業では、著作権に関する取り決めを仕様書に記載しますが、その記載内容に関する問

い合わせが多いため、下記のとおり、著作権に関するＱ＆Ａを取りまとめました。 

 ※公募に関するＱ＆Ａについては、別紙にて詳細に取りまとめておりますので、ご参照ください。 
 https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/supercity/pdf/supercity_260305_koubo_qa.pdf 

 

Ａ１． 論文、図面、プログラム・ソースコードなどが含まれます。 

 

Ａ２． 内閣府に譲渡される「著作権」（著作権法（昭和 45 年法律第 48 号。以下、「法」と 

いう。）第 21 条～第 28 条）には、著作物を複製する権利（複製権：法 21 条）や、イ                       

ンターネット等により著作物を公衆がダウンロードや閲覧できるようにする権利（公

衆送信権：法第 23 条）などが含まれます。よって、内閣府は、調査報告書を複製した

り、調査報告書をインターネット等により公衆がダウンロードや閲覧できるようにし

たりすることが可能です。 

なお、「著作者人格権」（法第 18 条～第 20 条）は「著作権」に含まれません。 

 

Ａ３． 著作物を公表するかしないかを決める権利（公表権：法第 18 条）や、著作物の変更 

や改変を受けない権利（同一性保持権：法第 20 条）などが「著作者人格権」に含まれ

ます。 

 

Ａ４． 「著作者人格権」は内閣府に譲渡されず、事業終了後も委託事業者が引き続き保有

します。そのため、事業終了後も、委託事業者は委託事業者以外の者（内閣府を除 

く。※）に対し、「著作者人格権」を行使することができます。 

※本事業の仕様書において、委託事業者は「内閣府に対し、一切の著作者人格権を行

使しないこと」と定めています。よって、内閣府は著作物の公表などが可能です。 

先端的サービスの開発・構築及び規制・制度改革に関する調査事業 仕様書（案） 

（12 著作権等） 

（１）  本業務の遂行により生じた著作権（著作権法第 27 条及び 28 条に定められた権利を含む。ただ

し、従前から受託者又は第三者が保有していた著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、及び

ノウハウは除く。）は、原則として、内閣府に著作権を譲渡させることとする。また、内閣府

に対し、一切の著作者人格権を行使しないこととし、また、第三者をして行使させないものとす

る。 

Ｑ１． 事業により制作した著作物は具体的に何が含まれますか。 

Ｑ２． 事業終了後、内閣府に譲渡される「著作権」にはどのような権利が含まれますか。 

Ｑ３． 「著作者人格権」にはどのような権利が含まれますか。 

Ｑ４． 事業終了後、「著作者人格権」は誰が保有しますか。 



 
Ａ５． 本業務の遂行により生じた著作物（プログラム・ソースコード等）を、事業終了後 

に委託事業者が変更・改変を行う場合、委託事業者自身が著作物の変更や改変を受け

ない権利（同一性保持権）を有するため、特段の制限なく、手続きなしで変更・改変

を行うことが可能です。 

 

Ａ６． 本業務の遂行以前に委託事業者が保有する著作物の著作権は、事業終了後も引き続                       

き委託事業者が保有します。 

 

Ａ７． 本調査は、研究開発などではなく、調査を目的とした国の委託事業であるため、事

業終了後、委託事業者が引続き「著作権」を保有すること又は内閣府が委託事業者に 

「著作権」を再譲渡することは、できません。 

 

 

以上 

Ｑ５． 開発したプログラム・ソースコード等の変更・改変を行いたいのですが、誰の承諾

が必要ですか。 

Ｑ６． 本業務の遂行以前に委託事業者が保有し、本業務の遂行のために使用した著作物の

著作権は、事業終了後、誰が保有しますか。 

Ｑ７． 事業終了後、委託事業者が引き続き「著作権」を保有すること又は内閣府に譲渡さ

れる「著作権」を当該委託事業者に再譲渡することは可能ですか。 


